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改正救急救命士法（令和3年5月28日公布）

4月に衆議院を、5月に参議院を通過し
5月28日に改正救急救命士法が公布

令和3年10月1日より法施行された



改正救急救命士法では
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➢研修内容は、日本救急
医学会・臨床救急医学
会・厚生労働省で検討
されリリースされた。

医療機関内に勤務する救

急救命士は厚生労働省の

定める研修を行うこと

44条に3項が追加され医療機関内に処置の場が拡大



医療機関に勤務する救急救命士の
救急救命処置実施についてのガイドライン

「医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置実施についてのガイドライン_R31011修正版」
https://jsem.me/news/items/post_20_guidelines.v2.pdf

ココを抜粋して
重要な部分を説明



院内での研修
院内における救急救命士としての教育

静脈路確保・気管挿管など
救急救命処置

院内救急救命士にかかわる委員会において決めておかなければならないこと

１．救急救命処置が可能な場所 （外来受診から入院するまでの間）
２．救急外来等において実施する救急救命処置の範囲（33項目の救急救命

処置のうちどれを実施するか）
３．救急救命処置を指示する医師の範囲（常勤医師・非常勤医師、どの科の医

師までを含めるか？）
４．救急救命処置の事後検証の方法
５．就業前における研修項目の実施（医療安全・感染対策・チーム医療）と

技術的な確認
６．救急救命士が院内で実施できる救急救命処置以外の業務の規定
７．救急救命士の生涯教育体制の確立

医療機関はそれぞれの環境や医療資源が異なるために、消防機関のような単一な
MC体制をとりにくい。その為に各医療機関で以下のことを決めておく必要がある。

医療機関に雇用される救急救命士の
救急救命処置実施についてのポイント

医行為

医行為
以外



委員会の設置と規程 
救急救命士を雇⽤する医療機関は、当該医療機関に勤務す
る救急救命士による救急救命処置が適切に実施されるよう、
救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を設
置する（以下、「救急救命士に関する委員会」）

医療機関内における位置づけ
⚫医療機関に所属する救急救命士の業務は多職種の領域に
関連することから、当該医療機関の管理者直轄の委員会と
することが望ましい。

⚫ 医療安全の確保等を⽬的とした既存の院内委員会が存
在する場合には、当該院内委員会をもって、救急救命士に
関する委員会と兼ねることも考えられる。

医療機関が設置する委員会とは



医療機関が設置する委員会

•救急救命士が実施する救急救命処置に関する規定を定める。

•救急救命処置（33行為）のう当該療機関で実施する救急
救命処置の範囲を規定する。

•救急救命処置を指示・指導する医師を明確にする。

•救急救命士の業務の質を保障する観点から必要と考える事項
について定める

•救急救命処置を指示する医師およびその他救急救命士と協
働する医療従事者に対し、当該規定の内容および救急救命処
置を実施する救急救命士等について周知すること。

救急救命士に関する委員会での検討事項



救急救命士が処置可能な33項目（救急救命処置）

直医師の具体的
な指示
（特定行為）

医師の直接的指示による処置



救急救命士に対する医師の指示は

処置の対象は重度傷病者であることを医師が判断しなけれ
ばならない。したがって、原則としてその場にいる医師か
ら直接指示をもらうべきである

出典：厚生労働省「医療機関に勤務する救急救命士の 救急救命処置実施についてのガイドライン」p15 

救急救命処置(33 行為)のうち医療機関内で実施する救
急救命処置の範囲及び救急救命処置を指示する医師を
明確にしておくことが求められる。



救急救命処置を指示する医師の範囲

•救急搬送患者の診療を主に担当する救急科医師による指
示のみに限定するか。

•救急搬送患者の診療を担当することが多い救急科以外の
診療科（例︓循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、
⼩児科、脳神経外科、精神科等）の医師による指示を認
めるか。

•初期臨床研修医の指示を認めるか。

•⾮常勤医師の指示を認める場合、当該医療機関の救急救
命士の業務範囲等の規定について理解しているか。

委員会で決定する際のポイント



三次救命救急センターかどうか。
一次・二次救急医療機関かどうか。
外傷患者の受け入れを行う医療機関かどうか。
心停止患者、呼吸停止患者の受け入れを行う医療機関かどうか。
小児、妊産婦、精神疾患患者の受け入れを行う医療機関かどうか。

救急救命処置の範囲は医療機関の機能によって異なる

一・二次救急医療機関 三次救急医療機関

救急救命処置の範囲の決定
医療機関側の要因(資格の有無と実施能力）



•気管挿管認定救急救命士であるかどうか。

•ビデオ硬性喉頭鏡を⽤いた気管挿管認定救急救命士で
あるかどうか。

•薬剤投与認定救急救命士であるかどうか。

•心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保およ
び輸液投与認定救急救命士であるかどうか。

•血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与認
定救急救命士であるかどうか。

救急救命処置の範囲の決定
救急救命士側の要因(資格の有無と実施能力）

委員会の責任で事前に医療機関に雇用される
救急救命士の技術・知識レベルを確認しておくこと



救急救命処置の範囲の決定と医療従事者への周知（例）

•医療機関に所属する救急救命士が、気管内
チューブによる気道確保、ビデオ硬性喉頭鏡を
⽤いた気管挿管、エピネフリンの薬剤投与、乳
酸リンゲル液を⽤いた静脈路確保および輸液、
低血糖傷病者へのブドウ糖溶液の投与などの
医師の具体的指示を必要とする救急救命処
置を実施するにあたり、適切な技術・知識を有
する救急救命士であるかは救急救命士に関す
る委員会の責任において、事前に確認しておく
ことが望ましい。

認定者（例） 日本太郎 日本次郎

救急救処置 救急救命士A 救急救命士
B

自動体外式除細動
器による除細動

◯ ◯

乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液を用い
た静脈路確保のた
めの輸液

◯ ◯

食道閉鎖式ｴｱｳｪｲ､ﾗ
ﾘﾝｹﾞｱﾙﾏｽｸによる気
道確保

◯ ◯

気管内ﾁｭｰﾌﾞによる
気道確保

◯ ✕

ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝの投与((10)
の場合を除く｡)

◯

乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液を用い
た静脈路確保及び
輸液

◯ ✕

ﾌﾞﾄﾞｳ糖溶液投与 ◯ ✕

救急救命士の薬剤投与認定・ブドウ糖投与認定・心停止前の輸液など
都道府県MC協議会の認定に加えて、院内の救急救命士に関する委員会の認定が必要



都道府県MC協議会の認定を得るべき
救急救命処置

医師の具体的な指示を必要とする救急救命処置の内

⚫気管内チューブによる気道確保の実施 

⚫ビデオ硬性挿管⽤喉頭鏡を⽤いた気管内チューブによる気道確保

⚫心肺機能停止患者に対する薬剤（アドレナリン）投与

⚫心肺機能停止前の重度傷病者に対する、乳酸リンゲル液を⽤いた静脈路確保及び輸液

⚫⾎糖測定並びに低⾎糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与

追加前の資格取得者に関しては、 
同様に都道府県 MC 協議会の認定を受けていることが必要

重要

上記の処置を医療機関内での実施にあたっては、
都道府県 MC 協議会の認定を受けていることが必要



ガイドラインで都道府県MCへの申請が
必要でないとされているもの

•気管内チューブによる気道確保の実施・ビデオ硬性喉
頭鏡をもちいた同処置はすべての救急救命士が都道府
県MC協議会の認定を受ける必要あり

• 薬剤投与：エピネフィリン通知（平成17年3月10

日）以降の国家試験合格者（カリキュラムを養成機関内で終了）

• 心停止前のブドウ糖投与・乳酸リンゲル液をも
ちいた静脈路確保・輸液の通知（平成26年１月31

日）以降の国家試験合格者（カリキュラムを養成機関内で終了）

重要

申請不要

申請必要



救急救命処置後の記録と検証

医療機関に勤務する救急救命⼠が、重度傷病者が到着
してから⼊院するまでの間において実施する救急救命処置
については、実施後、個⼈情報の取扱いに⼗分留意し、実
施した救急救命処置等を速やかに救急救命処置録に記
載することが必要である（救急救命⼠法第46条）。

このため、医療機関は救急救命処置録と患者診療録
（電⼦カルテなど）の関係について整理し、整備しておく必
要がある。また、救急救命処置を適切に実施出来なかった
回数等も、後述する検証において評価、検討するために記
録が必要である。



救急救命処置実施時の患者診療録への
記録項目（院内規定具体例）

•救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

•救急救命処置を行った者の氏名

•救急救命処置を行った年月日

•救急救命処置を受けた者の状況

•救急救命処置の内容

•指示を出した医師の氏名及びその指示内容

•上記に加えて、特に医師の具体的指示を必要とする救急救命処置
の場合は、以下についても記録することが望ましい。

•救急救命処置前の患者の状態（救急救命処置の適応確認）

•救急救命処置後の患者の状態

救急救命処置録と患者診療録
(電子カルテなど）の関係について
整理し整備しておく必要がある。



救急救命処置の事後検証

医師の具体的指示を必要とする救急救命処置の実施リスト
を作成し、定期的に指示医師等に報告する。

⚫救急救命士に関する委員会において、救急救命処置の実施状況
についての検証に関する規定（検証⽅法、検証回数、検証実 施者
等）を定める。

⚫救急救命処置（特に、医師の具体的指示を必要とする救急救命
処置）の実施件数、成功率等について、救急救命処置録をも とに、
定期的に検証を行う。

⚫当該規定に基づき検証を実施するとともに、必要に応じ、救 急救
命士が実施する救急救命処置に関する規定や研修内容に関する
規定について⾒直しを行う。



事後評価されるべき内容(院内事後検証の１例）

救急救命処置録と別に救急救命処置のリストを作成し（特に侵襲的処置など）
一定期間（例えば3か月毎程度）の症例の集積を定期的に委員会で検討する。
実施率が低いものや失敗が多いものについては、再教育や修正について検討を行う
などの工夫を行うことが望まれる

本スライドに記載されている内容は1つの例を示しており、今後の参考としていただけると幸いです。



特定行為など救急救命処置の
事後検証（例）

20XX ピッチ デッキ 21

一次検証
処置実施後 指示医師・実施救急救命士・看護師等から速や
かにフィードバックを実施する⽅法

二次検証
一次検証後に問題事例は、院内の救急救命士に関する委員会
で二次検証をおこなう。

三次検証
二次検証で問題となっている症例について院内あるいは必要に
応じて地域の消防を含む検証会でフィードバックを実施する⽅
法など



CPR評価について

22

• CPR事例における病院救急救命士の
スキルチェックは事後検証として
PDCAサイクルの一環で実施する

• 気管挿管・静脈路確保・薬剤投与・
心停止前輸液・⾎糖測定などでも
同様の方法を⽤いて評価を実施す
るとよい。



• 病院救急救命士のスキルチェックは
PDCAサイクルの一環で実施

• 気管挿管・静脈路確保・薬剤投与・
心停止前輸液・⾎糖測定などの実施や
院内外施設での（ICLS・JPTEC）研
修などを活⽤する

• 都道府県MC協議会による資格認定な
どのものと、別に院内における独⾃認
定救急救命士の能力判定と委員会での
認定なども検討することは可能である

PDCAサイクルと院内認定について

本スライドに記載されている内容は1つの例を示しており、今後の参考としていただけると幸いです。

19



救急救命⼠が医療機関内で実施する
救急救命処置以外の業務

•医師の業務負担軽減のため、他職種へのタスク・シフティング
（業務の移管）を推進するため、救急救命⼠が実施する救
急救命処置以外の業務について定めておくことが望ましい。

院内規程の具体例として
当院において、救急救命⼠が⾏う救急救命処置以外の業務は主に以下とする。
消防機関からの受け⼊れ要請に対する電話連絡・

救急患者の記録の作成や患者の院内搬送
医師が実施する処置の⽀援 ERの活動の補助
各種検査の説明、同意書の受領、さまざまな説明の補助
紹介元からの診療情報提供書の整理や画像情報等の管理転院先の⼿配・調整
ドクターカー、病院救急⾞の管理・運航管理 病院救急⾞による転送など
運行症例データバンク等への情報登録・他職種への医学教育の補助
医療物品の管理、補充、請求、整理など
医師事務作業補助（クラーク作業については資格取得が必要）
その他の雑務や医療機関に所属する非医療従事者が行う業務など 20



•質問はありますか？
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